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うるま市民無料相談所の開設について
①市民無料法律相談

と　き： 3 月 10 日（第２木曜日）　午後２時～午後４時
ところ： 石川庁舎（１階市民相談室）
予約券配布場所： 石川庁舎 1 階市民課前市民ロビー
予約券配布時間 : 午前９時予約券配布開始 

と　き： 3 月 17、24 日（第３、４木曜日）
    午後２時～午後４時
ところ： 本庁東棟（新庁舎）１階 市民相談室
予約券配布場所： 本庁東棟（新庁舎）１階 市民生活課
予約券配布時間 : 午前９時予約券配布開始 

※法律相談を受けることができるのは先着８名までです。
※ 予約券を午前９時から配布いたしますが、９時時点でお客様が８

名以上並んで待機している場合がありますので、お早めに予約
券配布場所へお越しくださいますようお願いいたします。

※電話での予約は受付けておりませんのでご了承ください。

③こどもＳＯＳ相談メール
　子ども本人からの悩み相談や子育て中の親などから子育てに関
する悩み全般を受付けします。
メールアドレス：  kodomo-soudan@city.uruma.lg.jp

④子育て教育相談
　児童の健全な発達と子育て等の悩みに対し臨床心理士がカウン
セラーとして相談を受けます。
と　き：  3 月２4 日（木）午後２時～午後５時
ところ： 本庁東棟（新庁舎）２階 児童家庭課（予約制）

②消費者相談
　消費生活に関する商品やサービスの契約トラブル（悪質商法、
架空請求、多重債務等）の相談を行います。
と　き：  毎週水曜日午前１０時～午後４時（正午～午後１時除く）
ところ： 本庁東棟（新庁舎）１階 市民相談室
  ※消費者相談は沖縄県消費生活センター
  　（☎ 863-9214）でも平日相談可能です。

【お問い合わせ】①～②市民生活課　☎９７３－５４８７

【お問い合わせ】③～④家庭児童相談室（児童家庭課内）
☎９７３－5041
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平成 28 年度より
市民無料法律相談の予約方法が 
変わります！

　これまでは当日午前９時に予約券の配布を行って
おりましたが、平成 28年 4月の相談から事前（前
月から）に電話で予約ができるようになります。
　４月の予約受付は３月１日より開始いたします。

（※５月の予約受付は４月１日からです）
　予約はうるま市役所市民生活課まで　

☎ 973－ 5487
「緑の募金」にご協力ください！
【募集期間】2月 1日（月）～ 4月 30日（土）
　私たちの郷土を守り、水を育み、地球温暖化を
防止するなど多面的な機能を有する森林や緑を守
り育て、快適で潤いのある「美ら島」を創ること
を目的に「緑の募金」運動が行われます。
　集まった募金は県内外各地の緑化活動に活かさ
れ、うるま市では自治会や学校等の緑化活動資金
等として役立てています。
　緑の募金にご協力をお願いします。

農政課　☎ 965-5624
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氏が平成 28 年 1
月 1 日付けで法務大臣から委嘱され、再任となりました。
　人権擁護委員は、地域の皆さんから人権相談を受け、
問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して
人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに
ついて関心を持ってもらえるような啓発活動を行ってお
ります。
　うるま市ではおよそ月 1 回、人権相談所を開設してい
ます。相談ごとがありましたら、お気軽にご利用ください。
【お問い合わせ】
那覇地方法務局　沖縄支局　☎ 937-3278
うるま市役所市民生活課　　☎ 973-5487


